
 

 

   高砂市外国人学校補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、外国人学校における教育条件の向上を図るため、外国人学校に対

し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において「園児」とは、学校教育法（昭和２４年法律第２６号。以下

「法」という。）第２６条に規定する幼稚園に入園することのできる者をいう。 

２ この要綱において「児童」とは、法第１８条に規定する学齢児童をいう。 

３ この要綱において「生徒」とは、法第１８条に規定する学齢生徒をいう。 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす外

国人学校を設置するものとする。  

 (1) 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第１５２条第５項に規定する法人であ

ること。 

 (2) 法の規定による幼稚園、小学校及び中学校と同等の教育を行っていること。  

 (3) 高砂市内に住所を有する園児、児童又は生徒（以下「園児等」という。）が在籍し

ていること。 

 （補助金の対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、外国人学校における施設及び設備の改善に

要する経費並びに管理運営に要する経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次のとおりとする。  

(1) 施設及び設備の改善に要する経費 外国人学校に在籍する高砂市内に住所を有する 

園児等の数に、１０，０００円を乗じて得た額とする。 

(2) 管理運営に要する経費 外国人学校に在籍する園児等の数に応じ、次に揚げる額 

 ア 園児等の数が１人以上５人未満のとき ５０，０００円 

 イ 園児等の数が５人以上１０人未満のとき １００，０００円 

 ウ 園児等の数が１０人を超えるとき ２００，０００円 

２ 前項に規定する園児等の数は、当該年度の５月１日現在の在学者名簿の人数とする。 

３ 高砂市外国人学校補助金の額は、前２項により算出した合計額に１００分の８０を 



 

 

乗じて得た額とし、その額が補助金の対象経費の３分の１を超える場合は、３分の１ 

の額（千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。）とする。 

（在学者名簿） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、５月１日現在の在学者名簿を、当該年度

の６月末までに高砂市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付手続） 

第７条 補助金の交付手続については、この要綱に定めるほか、高砂市各種事業等補助

金交付規則（昭和４７年高砂市規則第１６号）に定めるところによる。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の高砂市外国人学校補助金交付要綱の規定は、平成１４年度

以後の年度分の補助金について適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


